
◎沖縄産業保健推進センターからのお知らせ
厚生労働省は、すべての事業場が従業員のメンタルヘルスケアに積極的に取り組むことを求めています。 
ストレスチェックは労働安全衛生法の改正により、遅くとも令和10年5月14日までに（令和7年5月の改正法公布よ

り3年以内）義務化が企業規模に関わらず適用されます。よって労働者50人未満の事業場にもストレスチェックが義務
化されることになります。一定の準備期間がありますので、焦らずしっかり準備を進めていくことが重要です。
沖縄産業保健総合支援センターは、事業場支援を無料で行なってます。メンタルヘルス対策に取り組む上で生じる
様々な疑問や悩みを持つ事業場へメンタルヘルス対策・両立支援促進員が訪問して支援いたします。
お気軽にセンターまでお問い合わせください。また、詳しい情報はＨＰをご覧ください。

当協会の推進進団体としての取組活動として、各地区で
開催している労働衛生大会での健康イベントが好事例とし
て紹介されました。
また後半のトークセッションでは、特別講演を行った株式
会社ルネッサンス執行役員の樋口毅氏に加え、パネリスト
として、株式会社りゅうせき建設の安慶名健社長と拓南本
社株式会社の長濱直次安全統括室長が登壇し、それぞれ
自社で展開する健康経営活動を披露し、参加者の今後の健
康経営の取組みへの大きなヒントとなり、盛会にフォーラム
は終了しました。

令和8年2月3日（火）に沖縄県立博物館・美術館講堂において開
催された『健康経営フォーラム』においてうちなー健康経営推進団
体宣言証の交付式が行われ、島袋清人会長が出席し、同宣言証の
交付を受け、代表スピーチを行いました。

●沖縄産業保健総合支援センター　（電話）０９８-８５９-６１７５

（うちなー健康経営推進団体宣言証 交付式）
健康経営フォーラム
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